
◆指針改正により同性間の行為もセクハラの対象に

◆同性間におけるセクハラの具体例

◆企業がとるべき対策は？

意外な盲点？

職場で気をつけたい同性間のセクハラ問題

厚生年金未加入企業への指導が強化され

ます！

◆「加入逃れ」の防止

◆厚生年金の未加入問題とは？

平成 年 月号

セクハラ行為の禁止は、男女雇用機会均等法（以下、

「均等法」という）の 年改正で関連規定が設けら

れました。その後、改正によりセクハラ対策の強化や男

女差別の範囲の見直しなどが図られていますが、今年７

月１日より施行規則と指針が改正されました。

改正項目は多岐にわたりますが、企業においてトラブ

ルに発展するケースが多いセクハラについて、新たに同

性間の行為が対象に含まれることとなりました。

以下、この「同性間のセクハラ行為」について、例を

挙げるとともに、企業における対策について考えてみた

いと思います。

例えば、いわゆる「女子会」に限らず、男性だけの席

でも「恋バナ」や結婚生活が話題になったときに、「最

近彼氏（彼女）とどう？」とか「お子さんの予定は？」

といった質問を耳にしたことはないでしょうか？

こうした質問は、いかにも性的な言動や要求ではない

ことからセクハラに当たると認識していない方もいら

っしゃると思いますが、言われた本人が不快に感じれば

「セクハラを受けた」としてトラブルになりかねないリ

スクを孕んでいます。

さらに、男性にありがちなケースとして、何人かで風

俗店へ行こうとなったときに行きたがらない人も強引

に誘うことが同性間のセクハラに当たると、指摘されて

います。

均等法で「性別を理由とする差別」や「セクハラ行為」

等が禁止されていることは、すでに多くの方が認識され

ていることでしょう。

しかしながら、改正等により新たに禁止の対象とされ

たことについては、個々の従業員が自ら把握することは

難しく、研修等の場で具体例を示されて初めて理解する

ことのほうが多いのではないでしょうか。

企業においては、一旦トラブルが発生すれば当事者間

の問題にとどまらず使用者責任を問われかねないリス

クがあることを踏まえ、トラブルの未然防止の観点から

も、関連規定の見直しや社内研修、万が一トラブルが発

生した場合の相談体制のチェック等を実施しておくべ

きでしょう。

当事務所の でもお知らせしておりますが、政府

は、厚生年金保険の加入逃れを防ぐため、国税庁が持つ

企業の所得税源泉徴収納税情報から未加入企業を割り

出し、指導を強化することを決めました。来春にも着手

するとしています。

もし、加入指導されたにもかかわらず、これに応じな

い場合は、法的措置により強制的に加入となることもあ

るようです。
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厚生年金は、正社員や一定以上の労働時間（正社員の

労働時間の概ね４分の３以上）があるパート従業員やア

ルバイトが強制加入となり、事業主は加入を義務付けら

れています。

しかし、従業員と折半となる保険料の負担を逃れよう

と届出をしない企業があり、問題となっているのです。

特に、パート・アルバイトを多く使用している企業の

場合は、ルール通りに加入させると保険料負担が過大な

ものとなり、企業経営を圧迫するという事情がありま

す。

ただ、企業が厚生年金に未加入の場合、従業員は保険

料が全額自己負担の国民年金に加入するほかなく、厚生

年金と比べ将来もらえる年金額も減ってしまいます。

“国税庁が保有する所得税の源泉徴収納税データを使

って、未加入企業を割り出す”ということです。

これまで、厚生労働省は法人登記されている約

万社の中から未加入企業の調査をすすめていましたが、

中には倒産していたり、休眠状態だったりする例も多く

あることから、特定作業はスムーズにいきませんでし

た。

しかし、国税庁が保有するデータは「税金を納めてい

る＝実際に企業活動をしている」ということになり、特

定作業が容易になるのです。

平成 年度から始まった「キャリアアップ助成金」

ですが、受給の要件となる「キャリアアップ計画」の作

成・認定企業数が厚生労働省の予想を大幅に超えている

そうです。

ここでは、どのような助成金なのかを簡単に見ていき

ます。

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時

間労働者、派遣労働者といった非正規雇用の労働者の企

業内でのキャリアアップ等を促進するため、「正規雇用

への転換」、「人材育成」、「処遇改善」等の取組みを実施

した事業主に対して支給されるもので、次の６コースが

あります。

（１）正規雇用等転換コース

（２）人材育成コース

（３）処遇改善コース

（４）健康管理コース

（５）短時間正社員コース

（６）短時間労働者の週所定労働時間延長コース

なお、コースによっては、平成 年３月１日から平

成 年３月 日までの間は、支給額の増額、要件の

緩和の措置がとられています。

受給にあたりまず必要となるのが「キャリアアップ計

画」の作成ですが、この「キャリアアップ計画」とは、

有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取組みを

計画的に進めるため、おおまかな取り組みイメージ（対

象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が行う

取組み）をあらかじめ記載するものです。

「キャリアアップ計画」の作成・提出後にはコースご

とに様々な要件があり、書類の提出も必要となります。

厚生労働省ホームページにも詳しい内容が記載されて

います（「キャリアアップ助成金」で検索）。

連絡先：〒130－0014 東京都墨田区亀沢4-19-3
電話 ： 03-3625-2927  ＦＡＸ ： 03-6751-8185
ｅ－ｍａｉｌ：info@chiko-jimusho.com

◆これまでの調査と何が違うの？

大人気！

「キャリアアップ助成金」の概要

◆大人気の助成金

◆助成金の概要（６つのコース）

◆「キャリアアップ計画」

とは？

◆様々な要件、書類が必要
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http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy

ou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

人事労務に関する手続き・ご相談・お問い合わせは…

チコ労務管理事務所
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